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■ 職員の服務の状況

■ 職員の研修の状況

■ 職員の福祉及び利益の保護の状況

西北五広域福祉事務組合人事行政の運営等の公表

■ 職員の任免及び職員数に関する状況

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

■ 職員の分限及び懲戒処分の状況

■ 職員の給与の状況

■



■ 職員の任免及び職員数に関する状況

１  総職員数　（令和２年４月１日現在）

２  採用及び退職の状況

３  職員採用試験の状況

人 人

４  事由別退職者数（令和元年度）

５  部門別職員数の状況と主な増減理由　（各年4月1日現在）

６  年齢別職員構成の状況　（令和2年4月1日現在）

退職者不補充による減

01 3 2 50
人 人

222
人 人 人

43歳

1
人 人

職員数
人 人 人 人 人

0 0 2

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

～

6

59歳 以上47歳
人

～

51歳 55歳
計

56歳 60歳

～ ～ ～ ～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳

～ ～ ～ ～

合 計 25 22 △ 3

区　分
20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

一般行政部門 民　生 25 22 △ 3

区 分
職 員 数 対 前 年

主 な 増 減 理 由
令和元年 令和2年 増 減 数

1 1 1 3

行政職 実施しておりません。

定年退職 早期退職 死亡退職 普通退職 その他の退職 合　　計

計 25 3 22

試験職種 受験者数 合格者数 試　　　験　　　日

一 般 行 政 職 22 3 19
技 能 労 務 職 3 3
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7  職員数の推移

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

区分

一般行政

令和2年
過去5年間の
増減数(率)

22
△1

 (△4.5％)
23 24

部門別
平成２７年平成２８年

25

平成３０年

23 23

令和元年平成２９年



■ 職員の給与の状況

１  総括

(1)  人件費の状況　（普通会計決算）

(2)  職員給与費の状況　（普通会計決算）

Ａ

（注） １  職員手当には退職手当を含みません。

２  職員数は、平成31年4月1日現在の人数です。

3 給与費及び職員数については、再任用職員を含めています。

(3)  給与制度の総合的見直しの実施状況について

　【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割

　合の見直し等に取り組むとされています。

① 給料表の見直し

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日

（内容）

　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引き下げ。若年層については、改

定なし。高齢層については最大４％引下げ。激変緩和のため、４年間（平成３１年３月３１日まで）の経過

措置（現給保障）を実施。

　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

② 地域手当の見直し

（地域手当の制度なし）

③ その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）

(4) 特記事項
　職員の給与は平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日まで、国の要請等を踏まえ減額しています。

２  職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1)  職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　（令和2年4月1日現在）

①  一般行政職

 西北五広域福祉事務組合 歳 円 円 円
歳 円 円 円

Ｂ／Ａ

（参考）＠＠＠一人
当たり給与費計　Ｂ

千円

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費 一人当たり給与費

38.7 286,363 317,085 284,155
314,400 343,748376,979

（国比較ベース）

千円
25 123,080 4,923 －

千円

平均給与月額

166,394

区　　　　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

31,456

期末・勤勉手当職員手当

千円

56.7

9,552

千円

278,139 3,254

元年度
人

区　分
職員数

給　　 料

元年度

千円

82,072

140,746 59.8

Ｂ Ｂ／Ａ 30年度の人件費率

％

（令和2年1月1日）

千円 千円 千円 　％

Ａ
区　分

住民基本台帳人口 歳　出　額
実質収支

人　件　費 人件費率 （参　考）

青森県 42.9



②  技能労務職

 西北五広域福祉事務組合 歳 円 円 円
 うち用務員 歳 円 円 円
 うちその他 歳 円 円 円

歳 円 円 円
(注) 1 　　「平均給料月額」は、令和2年4月1日現在における各職種の職員の基本給の平均です。 

2 　　「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当な

どすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもの　　　 

です。

　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当

等を除いたもの）で算出したものです。

(2)  職員の初任給の状況　（令和2年4月1日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

(3)  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　（令和2年4月1日現在）

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

(注) 　該当者がいない場合や１人の場合は記載していません。

３  一般行政職の級別職員数等の状況

 (1)  一般行政職の級別職員数の状況　（令和2年4月1日現在）

人 ％ 円 円
人 ％ 円 円
人 ％ 円 円
人 ％ 円 円
人 ％ 円 円
人 ％ 円 円

(注) 1 　組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

2 　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

182,200
150,600

―
―

国

247,600

384,200

-

146,100
304,200195,500

147,900

335,717
321,641

319,200

6

7
0.0

36.8
393,000

31.6

289,700

350,000

0

標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

1 5.3 410,200

2

1　級

4　級
3　級

264,200
231,500

15.8
10.5

6　級
5　級

 児童指導員、主事

 園長、参事
 所長、副参事
 補佐、総括主幹

技能労務職
高 校 卒 147,900
高 校 卒

区　　　         分

2　級 3
 係長、主幹
 主任、主査

区　分

中 学 卒 136,100 136,100

大 学 卒

技能労務職
高 校 卒 - -

150,600

経験年数
10年以上15年未満

西北五広域福祉事務組合 青森県
182,200

一般行政職

301,800 青森県 51.6

182,200
150,600

区　　　　　分

51.3 327,533 343,233 345,950
― ― ―

（国比較ベース）

-

経験年数
15年以上20年未満

経験年数
20年以上25年未満

経験年数
25年以上30年未満

52.0
320,050 332,850

区　　　　　　分
平均給与月額

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職
大 学 卒 - - - -
高 校 卒

51.0

- -

-

335,212

- -
中 学 卒 - - -



（２）  昇給への人事評価の活用状況

4 職員の手当の状況

 (1)  期末手当・勤勉手当

 （元年度支給割合）  （元年度支給割合）  （元年度支給割合）

 （加算措置の状況）  （加算措置の状況）  （加算措置の状況）
　職制上の段階、職務の級等に 　職制上の段階、職務の級等 　職制上の段階、職務の級等
よる加算措置 による加算措置 による加算措置

・役職加算 5 ～15％ ・役職加算 5 ～20％ ・役職加算 5 ～20％
・管理職加算 10～25％ ・管理職加算 10～25％

(注) 　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ.　人事評価を活用している

ロ.　人事評価活用していない

活用している昇給区分

　上位、標準、下位の区分

○

昇給可能な
区分

1.80 月分
（1.40）月分

　標準の区分のみ（一律)

国

月分

○

1.90

昇給可能な
区分

○

昇給実績が
ある区分

○

勤勉手当
2.60 月分 月分

1,634
　―

期末手当

一般職員

○

昇給実績が
ある区分

管理職員

（1.45） 月分 （0.90）（0.85） 月分月分（1.40） 月分
2.50 月分 1.80 月分 2.50 月分

（0.85）

青森県
 １人当たり平均支給額（元年度）

1,258 千円

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

 １人当たり平均支給額（元年度）

千円

活用予定次期

○

西北五広域福祉事務組合

　上位、標準の区分

　標準、下位の区分

平成31年4月2日から令和2年4月1日までに
おける運用



○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

(2)  退職手当　（令和2年4月1日現在）

・基本額 ・基本額
 （支給率）  （支給率）
 勤続20年  勤続20年
 勤続25年  勤続25年
 勤続35年  勤続35年
 最高限度額  最高限度額
 ・調整額  ・調整額
　職員の在職の区分に応じて定める額の60月分 　職員の在職の区分に応じて定める額の60月
の調整月額を合計した額 (0～43,350円) 分の調整月額を合計した額 (0～95,400円)
 その他の加算措置  その他の加算措置

　（退職時特別昇給　　なし）

 １人当たり平均支給額　　　　
(注) 　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成28年度以降に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

(3)  地域手当　（制度なし）
 支給実績（　年度決算）
 支給職員1人当たり平均支給年額（　年度決算） 円

％ 人 ％

(4)  特殊勤務手当　（令和2年4月1日現在）

(5)  時間外勤務手当

ロ.　人事評価活用していない

活用予定次期

イ.　人事評価を活用している ○ ○

令和元年度中における運用 管理職員

活用している昇給区分
支給可能な

成績率
昇給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

昇給実績が
ある成績率

　上位、標準の区分

　上位、標準、下位の区分 ○

　標準、下位の区分

一般職員

　標準の区分のみ（一律) ○ ○

○

 職員全体に占める手当支給職員の割合（元年度） 72.0

 支給実績（30年度決算） 474 千円
 支給職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 21 千円

 支給実績（元年度決算） 430 千円
 支給職員１人当たり平均支給年額（元年度決算） 18 千円

手当の名称 左記職員に対する支給単価

社会福祉業務手当
6,000
3,000

円/月
円/月

主な支給対象職員
　森田学園生活支援係及び職業指導係職員
　森田学園庶務係職員
　ステップアップセンターもりた通所支援係職員

　相談支援事業所もりた相談支援係職員

主な支給対象業務

利用者の支援業務
に従事する職員

 手当の種類（手当数） 1 種類

 支給実績（元年度決算） 1,116 千円
 支給職員１人当たり平均支給年額（元年度決算） 62,000 円

％

―
支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

― ― ― ―

16,668 千円

千円

47.709 月分
47.709 月分

　定年前早期退職時特例措置　（3％～45％加算）　定年前早期退職時特例措置　（2％～45％加算）

47.709 月分 47.709 月分 47.709 月分

39.7575 月分 47.709 月分 39.7575 月分

24.586875 月分
28.0395 月分 33.27075 月分 28.0395 月分 33.27075 月分

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年
19.6695 月分 24.586875 月分 19.6695 月分

西北五 広域 福祉 事務 組合 国



(6)  その他の手当　（令和2年4月1日現在）

 ・配偶者 円 円
 ・子 円

 ※満16歳から満22歳までの子

1人につき　5,000円加算

 ・子以外 円

 ・借家、借間 円
限度額 円

 ・バス等交通機関利用者 円
限度額 円

 ・片道2ｋｍ以上で自動車等

  交通用具利用者

円

 ・管理又は監督の地位にある職員 円
園長 円

 ・休日等に勤務する職員 円
単価×135/100 （1時間当たり）

 ・管理又は監督の地位にある職員が 円
  週休日、休日等に勤務したとき

 ・正規の勤務時間として午後10時 円
  から翌日午前5時まで勤務する職員

単価×25/100 （1時間当たり）

 ・宿日直勤務をした職員 円
4,400円～

 ・寒冷の地域に在勤する職員 円
円

５  特別職の報酬等の状況　（令和2年4月1日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

報
酬

/
議 員

203,909

/

/

1,463

年額 36,000

区 分 給 料 月 額 等

議 長

/

年額 36,000 /
副 議 長 年額 36,000

36,000
36,000

 宿日直手当 同
千円
0

副 管 理 者 年額

 寒冷地手当 同
千円

7,360円～17,800

0

報
酬

（参考）類似団体における最高／最低額
管 理 者 年額

園長 3,000円、4,000円 

60,967

0

 夜間勤務手当 同
千円

642 64,182

 休日勤務手当 同
千円
0 0

 管理職員特別
同

千円
 勤務手当 0

 住居手当

 管理職手当
千円

24,000 288

千円

 通勤手当 同

千円
55,000 2,609

2,000円～24,500

6,500

同

10,000

288,000

253,500

104,348

同
借家、借間
限度額
27,000円27,000 761

手　当　名 内容及び支給単価
国の制
度との
異同

国の制度
と異なる内

容

支給実績

 扶養手当

6,500

千円
2,243

支給職員1人当たり

平均支給年額
（元年度決算） （元年度決算）



６ 一般行政職の勤務の級及び職制上ごとの職員数（令和2年4月1日）

児童指導員
保育士

主査
栄養士

係長
主幹

園長補佐
所長補佐
総括主幹

36.8

31.6

15.8

6

3

0

36.8
園長

補佐級

1

所長級0.0

係長級
2
2

15.8

園長級園長
園長

5.31

1

0

1

1

2

2級

副参事

0

0.0

計

主任
3

係長
主幹 10.5

計
2 10.5

参事

所長補佐
次長

3級

合計

主査

19 100.0

総括主幹

5級

6級 5.3

0
所長

１級

係員級

3計

児童指導員
主事

6
6 31.6

職務
の級 （人）

内　　訳合計

職名 （人）

級別基準職務
表に規定する

基準となる職務 （％）

計

職制上の段階

（人） （％）

2
4

段階

2

4級 7
5
7

園長補佐

7

1



■  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

１  職員の勤務時間、休息・休憩時間の状況　（令和2年4月1日現在）

(注)

２  職員の休暇の取得状況

 (1)  年次有給休暇の状況（平成31年1月1日～令和元年12月31日）
 付与日数  20日
 繰越日数  20日以内
 平均取得日数  8.3日

(2)  特別休暇等の状況（平成31年1月1日～令和元年12月31日）

選挙権その他公民としての権利を行使する場合で必要と認められ
る期間
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共
団体の議会その他官公署へ出頭する場合で必要と認められる期
間
骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は
提供に伴い必要な検査、入院等をする場合で必要と認められる
期間
自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合
で1年につき5日以内

 結婚休暇  職員が結婚する場合で連続する7日の範囲内の期間 件
 産前休暇  出産予定日までの8週間以内で申し出た期間 件
 産後休暇  出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 件

 職員の妻の出産の日後2週間を経過する日までの期間内におけ
 る2日の範囲内の期間
 職員の妻が出産する場合でその出産前後8週間の期間内で5日
 の範囲内の期間
 生後満1歳に達しない子を育てる場合で1日2回それぞれ30分以
 内の必要と認められる期間
 小学校就学前の子を看護する場合で1年につき5日の範囲内の
 期間（対象が２人以上の場合は１０日以内）
配偶者、父母、子、配偶者の父母等の要介護者を介護する場合
で１年につき５日以内（対象が２人以上の場合は１０日以内）

 服忌休暇  職員の親族が死亡した場合で親族に応じ１～10日の期間 件
 祭日休暇  父母、配偶者及び子の追悼のための行事を行う場合で1日 件
 夏季休暇  7月から9月までの期間内に3日の範囲内の期間 件

現住居が滅失又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等
を行い、又は一時的に避難しているとき、及び災害等で生活に必
要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外には
それらの確保を行うことができないときで7日の範囲内の期間

0
0

25

 現住居の滅失等
 休暇

0 件

 子の看護休暇 0 件

 短期介護休暇 0 件

 育児参加休暇 0 件

 育児休暇 0 件

0
1
1

 配偶者出産休暇 0 件

 骨髄移植休暇 0 件

 ボランティア休暇 0 件

 選挙等休暇 0 件

 証人等休暇 0 件

休 憩 時 間 12時15分～１３時

　職員の勤務時間は、組合の条例・規則等で定められています。業種により一部異なりますが、標準的なもの
は上記のとおりです。

休 暇 の 種 類 休　暇　日　数　等
取得実

績

1 日 の 勤 務 時 間 8時間
始 業 時 刻 8時15分
終 業 時 刻 17時

1週間の勤務時間 40時間



地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出
勤することが著しく困難である場合で必要と認められる期間
地震、水害、火災その他の災害時又は交通機関の事故等におい
て、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合で必要
と認められる期間
 妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子保健法に規定す
 る保健指導又は健康診査を受ける場合で必要と認められる期間
 公務外の疾病又は負傷の場合は連続する90日（例外あり）以内

 病気休暇  の必要最小限度の期間、公務上の疾病又は負傷の場合は必要
 と認める期間
 配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護する場合で、通算して
 6月の範囲内で指定する期間

(3) 職員の介護休暇の取得状況（平成31年1月1日～令和元年12月31日）

0 人
0 人
0 人

(4)  育児休業の状況
① 育児休業の取得状況

令和元年度中の取得状況は、次のとおりです。

男性職員 0 人 0 人
女性職員 1 人 1 人

1 人 1 人

承認期間別（令和元年度新規取得者）

 ６月未満 0 人 ％
 ６月以上９月未満 1 人 ％
 ９月以上１年未満 0 人 ％
 １年以上2年未満 0 人 ％
 ２年以上 0 人 ％

0 人 ％

② 部分休業の取得状況
　部分休業は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、正規の勤務時間の始め
又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で30分を単位として取得可能とする
ものですが、取得者はありませんでした。

③ 育児短時間勤務の取得状況
　育児短時間勤務は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、正規の勤務時間
（週40時間）より短い勤務時間で勤務することを可能とするものですが、取得者はありませんでし
た。

(5) 自己啓発等休業の取得状況
　自己啓発等休業は、大学等課程の履修又は国際貢献活動のため、大学等課程の履修につ
いては2年以内、国際貢献活動については3年以内の休業を可能とするものですが、取得者は
ありませんでした。

0
0
0
0

0 0

0
100

育児休業取得者
令和元年度新規取得者 前年度から取得中の者

取　得　期　間

計

0

配偶者 父母 子

0 0 0

計 0 0 0

計

0

配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他

0 0
0 0 0 0 0

0

男性職員
女性職員 0 0 0

取得者数
要介護者数（人）

0 0 0

取得者数 全取得者に占める割合

 妊産婦通院休暇 0 件

件2

 介護休暇（無給） 0 件

 出勤困難休暇 0 件

 退勤途上の危険
 回避休暇

0 件



■ 職員の分限及び懲戒処分の状況

１  分限処分の状況

 公務能率を維持する見地から、職員の意に反してその職を
 失わせる処分

 職員に職を保有させたまま一定期間、職務に従事させない
 処分
 職員が現に決定されている給料の額より低い額の給料に決
 定する処分

※ 休職処分件数の事由別内訳
心身の故障の場合 0 件
刑事事件に関し起訴された場合 0 件
条例で定める事由の場合 0 件

２  懲戒処分の状況

※ 懲戒処分件数の事由別内訳
給与・任用に関する不正 0 件
一般服務関係違反 0 件
一般非行関係 0 件
収賄等関係 0 件
道路交通法違反 0 件
監督責任 0 件

戒　　　告

計 ―

停　　　職

件

0 件

0 職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分

 職員を懲罰として一定期間、職務に従事させない処分 0 件

減　　　給  一定期間、職員の給料の一定割合を減額して支給する処分 0 件

元年度
処分件数

免　　　職  職員を懲罰として勤務関係から排除する処分 0 件

懲戒処分の種類 処　分　の　内　容

0 件

計 ― 0 件

降　　　給

 職員が現に有している職より下位の職に任命する処分 0 件

休　　　職 0 件

降　　　任

分限処分の種類 処　分　の　内　容
元年度

処分件数

免　　　職 0 件



■ 職員の服務の状況

１  職務に専念する義務の免除
　職員は、職務に専念する義務を負います（地方公務員法第35条）が、法律又は条令に特別な定め
がある場合は、その義務が免除されます。
　法律又は条例に特別な定めがある場合には、主に以下のようなものがあります。

(1)  法律に定めがある場合
○ 選挙権その他公民としての権利を行使する場合（労働基準法第7条）
○ 年次有給休暇（労働基準法第39条）
○ 休職する場合（地方公務員法第27条第2項） ほか

(2)  条例に定めがある場合（職務に専念する義務の特例に関する条例第2条）
○ 研修を受ける場合
○ 厚生に関する計画の実施に参加する場合
○ その他任命権者が定める場合（以下その主なもの）

・スポーツ大会の役員、審判員、選手、コーチとして県大会等に出場する場合

２  営利企業等への従事制限
　職務の公平性を確保するという観点から、職務には営利企業への従事や役員等との兼業につい
て制限が課せられています。（地方公務員法第38条）
　組合では、職員から営利企業等への従事について許可の申請があった場合には、次の各号のい
ずれにも該当せず、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り、これを許可しています。

(1)  職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2)  職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別

な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3)  職員の身分上ふさわしからぬ性質を持つ場合



■ 職員の研修の状況

１  職員研修の実施状況（令和元年度）
　施設利用児童等のより良い処遇を目指して、専門的な知識・技術の習得等職員の資質向上を目的
として、各種研修会・研究会等による職員研修を実施しました。

人
人

人

障害児者福祉施設新任職員研修 5月 人

会計年度任用職員制度研修 5月 人

災害共済関係事業事務研修打合会 6月 人

消費税（国・地方）軽減税率制度研修会 6月 人

西北地区特別支援連携協議会運営会議並びに地区教育支援
ネットワーク委員会 6月 1月 人

つがる西北五広域連合地域自立支援協議会4部会合同部会 7月 人

採用試験担当者実務セミナー 7月 人

栄養・食育マネジメントセミナー 7月 人

福祉・介護職員処遇改善加算取得促進セミナー 7月 人

ティーチャーズ・トレーニング研修 7月 人

相談支援従事者現任研修 7月 人

知的障害者福祉協会地域支援部会・日中活動支援部会職員合
同研修会 8月 人

強度行動障害支援者養成研修 8月 9月 人

多分野合同研修会 9月 人

つがる西北五広域連合地域自立支援協議会相談支援部会及び
児童療育部会合同部会 8月 人

福祉サービス苦情解決関係者等研修会 9月 人

人権倫理委員会研修会虐待防止研修 9月 2月 人

つがる西北五広域連合地域自立支援協議会相談支援部会
研修会 10月 人

相談支援従事者初任者研修 10月 11月 人

子ども・家庭福祉担当職員セミナー 10月 人

青森県知的障害者福祉協会職員・利用者研修大会 9月 10月 人

自閉症スペクトラム症の家族への支援 10月 人

障害児・者支援セミナー 10月 人

自閉症スペクトラム症の子どもの理解と介入 10月 人

安全運転管理者等講習 11月 人

里親制度等普及促進事業　里親普及講演会 11月 人

子ども虐待防止要保護児童支援者研修会 12月 人

特別支援教育に関する研修会 12月 人

青森県障害者虐待防止・権利擁護研修 12月 人

つがる西北五広域連合地域自立支援協議会第5回相談
支援部会 12月 人

五所川原保健所精神障害者地域生活支援に関する関係者
会議 1月 人

サービス管理責任者研修 1月 人

吃音研修会 2月 人

つがる西北五広域連合地域自立支援協議会児童・療育部会 2月 人

青森県発達障害者支援地域協議会 2月 人

1

1

1

1

区分

2

4

2

青森県知的障害者福祉協会・部会協議会 4月

会運営会議 4月 7月 1月

4

つがる西北五広域連合地域自立支援協議会相談支援部会定例会 5月
つがる西北五広域連合地域自立支援協議会相談支援部会定例

2
1
4

3

3

1

1

1

1

1

参加者数研　　　　修　　　　会　　　　名

派
遣
研
修

1

1

1

2

1

3

1

2
2

3

1

2

1
1

1

1
1

1

5

3



つがる市５才児すくすく相談 5月 6月 8月 11月 12月 2月 3月 人

つがる市教育支援委員会 5月 9月 人

つがる市相談会議 9月 10月 人

第１回職員研修（虐待・権利擁護） 4月 人

人

第３回職員研修（衛生管理研修) 11月 人

第４回職員研修（出張復命研修) 1月 人

※複数回開催の研修等については、延べ参加者数としています。

第２回職員研修（普通救命講習）8月
職
場
内
研
修

24
22

28
25

講
師

派
遣
等 2

14
2



■ 職員の福祉及び利益の保護の状況

１  職員健康診断の状況（令和元年度実績）
 　職員の健康と安全の確保を目的に労働安全衛生法に基づき、次の健康診断を実施しています。

(1)  労働安全衛生規則

1 既往歴及び業務暦の調査 人 人 人
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 人 人 人
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 人 人 人
4 胸部エックス線検査 人 人 人
5 血圧の測定 人 人 人
6 貧血検査 人 人 人
7 肝機能検査 人 人 人
8 血中脂質検査 人 人 人
9 血糖検査 人 人 人

10 尿検査 人 人 人
11 心電図検査 人 人 人

(2)  人間ドック

 日帰りドック（30歳以上） 人
 脳検診（45歳以上） 人

２  公務災害及び通勤災害の発生状況（令和元年度実績）

 公務災害 件
 通勤災害 件

件

9 0

25

25

定期健康診断

25

　検　　　査　　　項　　　目

検　査　項　目 受診者数

0

0

8

25 9 0
25

25 0

0
合　　　　　計 0

25 9

4

件　　　数

9 0

健康診断

9 0
25 9 0

9 0
9

25 9 0

受　診　者　数

者の健康診断

25 9 0
25

9 0

第44条 第45条 第43条
特定業務従事 雇入れ時の


